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(57)【要約】
【課題】　内視鏡的胃ろう造設術にあたり、胃壁と腹壁
との縫合を、従来の縫合方法よりも簡便に行うことがで
きる、生体用縫合具を提供する。
【解決手段】　縫合糸が挿通できる、２本の穿刺針；前
記２本の穿刺針を所定間隔だけ離間して平行に保持する
保持部；前記各穿刺針に先端が挿入されている、長さ２
～２．５ｍの２本の縫合糸；及び前記２本の縫合糸を出
入可能に収納する収納部を備えている。
【効果】　２本の縫合糸を、内視鏡に挿入されたスネア
を用いて捕捉し、体外に引き出してから結紮を行うこと
ができる。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
縫合糸が挿通できる、２本の穿刺針；
　前記２本の穿刺針を所定間隔だけ離間して平行に保持する保持部；
　前記各穿刺針に先端が挿入されている、長さ２～２．５ｍの２本の縫合糸；及び
　前記２本の縫合糸を出入可能に収納する収納部；
を備えた生体用縫合具。
【請求項２】
前記縫合糸は、内視鏡的胃ろう造設術に使用する内視鏡の鉗子通路長よりも２０ｃｍ以上
長い請求項１に記載の生体用縫合具。
【請求項３】
前記収納部に収納されている縫合糸を、該糸の先端が挿入されている各穿刺針へ導通する
ようにしたガイド部を備えている請求項１又は２に記載の生体用縫合具。
【請求項４】
前記各縫合糸を、前記収納部から前記穿刺針へ繰出し又は前記穿刺針から収納部へ繰入れ
る操作部を備えている請求項１～３のいずれかに記載の生体用縫合具。
【請求項５】
前記収納部は、前記縫合糸が挿入されるチューブであって、前記操作部には、該チューブ
の先端を取り付け固定する取り付け部が設けられている請求項４に記載の生体用縫合具。
【請求項６】
前記保持部、前記ガイド部、および前記操作部が一体的に設けられているガイド付き保持
具で構成されている請求項４または５に記載の生体用縫合具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、栄養剤の補給、体液の排出などの目的で行われる内視鏡的胃ろう造設術にあ
たり、カテーテルの挿入を容易にするために行われる前腹壁と内臓胃壁との固定に使用さ
れる生体用縫合具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　口から食事をとれない患者等に、直接胃に栄養を投与するために、胃ろうを形成し、そ
こにカテーテルを取り付けることがある。胃ろうの造設にあたっては、近年、外科的侵襲
が少ない内視鏡的造設方法が行われるようになっている。
【０００３】
　胃ろうを内視鏡的に造設するためには、患者の腹壁と胃壁とを貫通する貫通孔を形成す
る必要がある。そして、その貫通孔を形成するために、まず、動きやすい胃壁を縫合糸に
より腹壁に縫合することで、一時的に腹壁に固定することが、一般に行われている。
【０００４】
　胃壁と腹壁を縫合固定する器具としては、例えば、特公平６－２４５３３号（特許文献
１）に、縫合糸挿入用穿刺針と、該縫合糸挿入用穿刺針より所定距離離して、ほぼ平行に
設けられた縫合糸把持用穿刺針と、該縫合糸把持用穿刺針の内部に摺動可能に挿入された
スタイレットと、前記縫合糸挿入用穿刺針および前記縫合糸把持用穿刺針の基端部が固定
された固定部材からなる医療用器具が提案されている。
【０００５】
　スタイレットの先端には、縫合糸把持用穿刺針の内部通路に収納可能な弾性材料製の環
状部材が備えられ、当該環状部材が縫合糸把持用穿刺針の先端から露出された状態で、縫
合糸挿入用穿刺針に向かって縫合糸挿入用穿刺針の中心軸またはその延長線が環状部材の
内部を通過するように延びる構成となっている。この縫合具は以下のようにして用いられ
る。
【０００６】
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　縫合糸挿入用穿刺針と縫合糸把持用穿刺針とを、腹壁及び胃壁に穿刺し、スタイレット
と環状部材とを縫合糸把持用穿刺針内の後端から挿入して、環状部材を縫合糸把持用穿刺
針の先端から露出させ、縫合糸を縫合糸挿入用穿刺針内の後端から挿入して、当該縫合糸
の一部を縫合糸挿入用穿刺針の先端から露出させて、当該縫合糸を環状部材で捕捉する。
縫合糸を捕捉したスタイレットを縫合糸把持用穿刺針内に後退させ、縫合糸挿入用穿刺針
と縫合糸把持用穿刺針とスタイレットと環状部材とを一体的に後退させ、縫合糸の先行部
を体外に引き出すことによって、縫合対象部である胃壁及び腹壁を縫合する。
【０００７】
　しかしながら、上記のような縫合具を用いる縫合には、以下の問題がある。
　上記縫合を行う場合、操作者は、針先端を胃内に穿刺した状態で、患者の腹壁外側に縫
合具をセットし、内視鏡で胃内を観察しながら、縫合糸を環状部材の中に通過させる操作
を行う必要があるため、その操作は熟練度を要する比較的難しいものとなっている。また
、操作者は穿刺針の後方から縫合糸を操作して、環状部材内に縫合糸を挿通させる必要が
あるが、縫合糸の保存状態（パッケージに収納されている場合や糸巻器に巻回されている
場合も含む）によっては、いわゆる巻癖がついており、保存状態直後の糸では、糸先端の
方向が定まりにくいため、環状部材内に挿入、通過させることが困難な場合がある。
【０００８】
　また、環状部材で糸を把持する操作が、鋭利な縫合糸把持用穿刺針の先端付近で行われ
ることから、さらには、捕捉した縫合糸を把持用穿刺針内に後退させる際に、縫合糸が把
持用穿刺針先端付近を通過することから、縫合糸把持用穿刺針先端に縫合糸が接触して、
縫合糸が損傷したり、ひどい場合には、縫合糸が切断されてしまう。
【０００９】
　上記のような問題を解決するために、種々の提案がなされている。例えば、穿刺針への
縫合糸の挿通作業や、縫合糸挿入用穿刺針先端から突出させた縫合糸を、環状部材で捕捉
する複雑な作業を簡便化できる縫合具として、特開２００７－３１９１６９号公報（特許
文献２）では、縫合糸挿入用穿刺針の後端側に、縫合糸を穿刺針の先端方向へ順次送り出
すための送り出し機構を設けるとともに、縫合糸把持用穿刺針の後端側に、スタイレット
の環状部材を突出させるための突出機構を設けることが提案されている。微細且つ慎重な
操作が必要となる縫合糸の送出し操作、および環状部材を先端より突出ないし没入させる
操作を、それぞれ送出機構、突出機構により行うことができるので、術者１名だけでも結
紮と内視鏡操作を行うことが可能になると説明されている。
【００１０】
　また、特開２００３－２２５２４０号公報（特許文献３）には、スタイレットが挿入さ
れる把持用穿刺針に代えて、鋭利でない先端を有する中空の外筒を使用し、この外筒内に
、可動穿刺針と先端にスネアを備えた縫合糸牽引具とを挿入するようにした縫合具が提案
されている。縫合糸挿入用穿刺針と可動穿刺針とを胃壁に穿刺した後、外筒内に可動針を
後退させ、次いで縫合糸挿入用穿刺針から送り出された縫合糸を捕捉した縫合糸牽引具を
、外筒内に後退することで、縫合糸先端を体外に引き出す。スネアで捕捉した縫合糸は、
鋭利でない外筒の先端を経てその外筒内に進入し、牽引具により牽引されて体外に引き出
されるので、縫合糸は鋭利な穿刺針先端と接触せずに済み、縫合糸が切断されることを防
止できるというものである。
【００１１】
　さらに、特開２００７－１５１６１５号公報（特許文献４）では、縫合糸挿入用穿刺針
内に、一定方向にカーブするように先端領域が加工されたワイヤを挿通することが提案さ
れている。縫合糸は、ワイヤー後端に連結され、スタイレット先端の環状部材には、まず
ワイヤを挿通させた後、ワイヤに連結した糸を送りだし、環状部材に縫合糸を把持させる
というものである。縫合糸挿入用針から送り出された縫合糸を体外にひきだすための把持
操作が、剛性のワイヤを環状部材に挿通させることで先行しているので、迅速、簡便に行
うことができるというものである。
【００１２】
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【特許文献１】特公平６－２４５３３号公報
【特許文献２】特開２００７－３１９１６９号公報
【特許文献３】特開２００３－２２５２４０号公報
【特許文献４】特開２００７－１５１６１５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかしながら、特殊なワイヤを連結させた糸を用いたり、可動穿刺針と外筒の組み合わ
せを用いるなど、いずれも縫合具に複雑な機構を設けられることになり、それらの機構を
操作することについての迅速、正確さが別途必要となり、また縫合具自体も高価なものと
なってしまう。さらに、特許文献２、４の縫合具では、依然として、縫合糸が穿刺針先端
を横切ったり、通過する過程があるため、縫合糸の損傷、切断の危険の根本的防止にはい
たっていない。
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、従
来の縫合方法よりも簡便、シンプルな方法で、胃壁と腹壁との縫合を行うことができる、
生体用縫合具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明者らは、胃壁と腹壁の縫合固定方法も含めて鋭意検討した結果、本発明の目的を
達成できる生体用縫合具を完成した。
　すなわち、本発明の生体用縫合具は、縫合糸が挿通できる、２本の穿刺針；前記２本の
穿刺針を所定間隔だけ離間して平行に保持する保持部；前記各穿刺針に先端が挿入されて
いる、長さ２～２．５ｍの２本の縫合糸；及び前記２本の縫合糸を出入可能に収納する収
納部を備えたものである。前記縫合糸は、内視鏡的胃ろう造設術に使用する内視鏡の鉗子
通路長よりも２０ｃｍ以上長いことが好ましい。
【００１５】
　さらに、前記収納部に収納されている縫合糸を、該糸の先端が挿入されている各穿刺針
へ導通するようにしたガイド部を備えていることが好ましく、また、前記各縫合糸を、前
記収納部から前記穿刺針へ繰出し又は前記穿刺針から収納部へ繰入れる操作部を備えてい
ることが好ましい。
【００１６】
　前記収納部は、前記縫合糸が挿入されるチューブであって、前記操作部には、該チュー
ブの先端を取り付け固定する取り付け部が設けられていることが好ましい。また、前記保
持部、前記ガイド部、および前記操作部が一体的に設けられているガイド付き保持具で構
成されていることが好ましい。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の生体用縫合具は、胃壁と腹壁との縫合を行うための２本の糸の結紮に際して、
縫合糸が針の先端を横断することがないので、縫合糸が胃内で損傷、切断を防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明の生体用縫合具の構成について、図１及び図２に基づいて説明する。
　図１は、本発明の生体用縫合具の一実形態の構成を示す模式図であり、図２は、図１の
生体用縫合具のＡ方向断面図である。
【００１９】
　本実施形態の生体用縫合具は、２本の穿刺針１，２；各穿刺針１，２に、先端が挿入さ
れる２本の縫合糸３，４；２本の縫合糸３，４が挿出入可能に収納されている収納チュー
ブ５；及び前記２本の穿刺針１，２を所定間隔だけ離間して平行に保持するとともに、収
納チューブ５から繰出された縫合糸３，４を穿刺針１，２に挿通させるガイド付き保持具
６からなる。
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【００２０】
　前記穿刺針１，２は、鋭利な先端を有する、ほぼ直線状の、従来より穿刺用に用いられ
る針で、内部は中空になっている。具体的には、外径２１Ｇ～１７Ｇ程度で、長さ７０ｍ
ｍ～１２０ｍｍ程度のものを用いることができる。穿刺針１，２の中空部分１ａ、２ａに
は、それぞれ縫合糸３，４が挿入されている。
【００２１】
　各穿刺針１，２に挿入されている縫合糸３，４としては、従来より生体の縫合に用いら
れている糸を用いることができ、いずれも、内視鏡の挿入部分、すなわち鼻孔（又は口腔
）から胃内までの距離よりも若干長く、さらに詳述すると、後述する結紮方法との関係か
ら、内視鏡の鉗子通路長よりも２０ｃｍ以上長いことが好ましく、より好ましくは２０～
６０ｃｍ長い。具体的には、長さ２～２．５ｍ程度、好ましくは２～２．４ｍ程度であり
、先端部分は、各穿刺針の中空部１ａ、２ａ内に挿入され、残りの大部分が収納チューブ
５に収納されている。
【００２２】
　収納チューブ５としては、２本の縫合糸３，４を出入可能に収納できるチューブで、通
常、直径１．５～６ｍｍ、好ましくは２～５ｍｍ程度のポリエチレン等のポリオレフィン
系樹脂、ポリウレタン、熱可塑性エラストマー、ポリエステルなどの合成樹脂製チューブ
を用いることができる。縫合糸３，４がチューブ５に収納されることで、穿刺針１，２に
挿入されていない部分の清浄性を確保することができる。
【００２３】
　ガイド付き保持具６は、２本の穿刺針１，２を所定間隔だけ離間して平行に保持固定す
る保持部７；収納チューブ５から送り出される２本の縫合糸３，４を、対応する穿刺針１
，２にそれぞれ挿入できるようにするガイド部８；及び収納チューブ５に収納されている
２本の縫合糸３，４を、ガイド部８に導入したり、ガイド部８から引き戻して収納チュー
ブ５内へ繰り入れる操作を行うための操作部９を一体的に設けたものである。具体的には
、保持部７では、穿刺針１，２が挿嵌される円筒状の２個の中空部７ａ、７ｂが設けられ
ていて、ガイド部８では、穿刺用針１，２が挿通される円筒状の中空部７ａ、７ｂに連通
する二股の糸通路８ａが設けられている。操作部９は、収納チューブ５に収納されている
縫合糸３，４が糸通路８ａに流入できるような平板部９ａを有していて、術者が指等で糸
を平板部９ａに押しあてて摺動させることで、縫合糸３，４を収納チューブ５から繰出し
たり、穿刺針１，２の基端部から収納チューブ５へ繰入れたりする作業を行うことができ
るようになっている。
【００２４】
　穿刺針１、２の離間距離は、特に限定しないが、縫合糸が胃壁と腹壁とを固定できる長
さで、通常、５～４０ｍｍ程度、好ましくは５～３０ｍｍ程度である。
　また、操作部９を構成する平板部９ａの上端は、収納チューブ５先端を保持固定できる
ように半円筒状の切り欠き部９ｂが設けられている。
【００２５】
　ガイド付き保持具６を透明プラスチックの成型品で構成することにより、縫合糸３，４
の移動を目視で確かめることができる。ガイド付き保持具６は、一体成型品であってもよ
いし、例えば、中空部を半円状または断面コ字状の溝を２つ組み合わせることで形成され
るような分割タイプの成型品であってもよい。
【００２６】
　以上のような構成を有する生体用縫合具を用いて、胃壁を腹壁に縫合固着する胃ろう造
設術（Percutaneous　Endoscopic　Gastrostomy：ＰＥＧ）について、図３～図９に基づ
いて説明する。
【００２７】
　従来より行われているＰＥＧ手術と同様に、まず、患者の胃内に、鼻孔または口腔から
、内視鏡を挿入し、胃内に空気を送り込むことにより胃を膨張させて、胃壁を腹壁に接触
させる。
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　内視鏡からの透過光により胃の位置を確認して、胃に接触している腹壁３０に、図１に
示す縫合具の２本の穿刺針１，２を穿刺する。胃体部前壁２０より、胃内２１に、２本の
穿刺針１，２が突出した状態となる（図３）。
【００２８】
　かかる状態において、収納チューブ５から繰りだされる２本の縫合糸３，４を、操作部
９を構成している平板部９ａに指で押し付けるようにして、ガイド部８に設けられた二股
の糸通路８ａに送りだす。送り出された縫合糸３，４は、糸通路８ａに沿って、１本の縫
合糸３は第１穿刺針１内に送りだされ、他の１本の縫合糸４は、第２穿刺針２内に送り出
される。そして、各穿刺針１，２先端から、それぞれの縫合糸３，４が露出する。一方、
内視鏡４０内に貫設されている鉗子通路４０ａ挿入したスネア４１を胃内２１に挿入し、
さらに内視鏡の生体挿入部分の先端から、スネア４１の先端を露出させる（図４）。スネ
ア４１の先端は、鉗子通路４０ａから内視鏡４０の生体挿入部分先端に突出すると環状に
広がるようになっている。
【００２９】
　スネア４１を内視鏡４０の操作部において適宜回転させて、２本の穿刺針１，２から延
出された２本の縫合糸３，４を中心軸とするような位置関係となるように、スネア４１の
環状部分を配置させる。押し出された２本の縫合糸３，４は、スネア４１の環状内を挿通
するように送り出す。２本の縫合糸３，４が、スネア４１先端の環状部内に十分な長さだ
け挿通した状態となったら、内視鏡４０の操作部を操作して、スネア４１を後退させる。
スネア４１は、鉗子通路４０ａ内に引き戻されるにしたがって、環状部が縮径する。環状
部の縮径により、環状内を挿通していた２本の縫合糸３，４が、スネア４１に捕捉される
（図５）。さらに、図６に示すように、スネア４１を内視鏡４０内に引き戻すことにより
、スネア４１に捕捉された縫合糸３，４が、内視鏡４０内の鉗子通路４０ａ内に牽引され
る。さらに、施術者が内視鏡４０に挿入していたスネア４１を引っ張り続けて、スネア４
１を鉗子口４０ｂから体外に引き出す。スネア４１の体外引出に伴い、スネア４１に把持
された２本の縫合糸３，４も体外に引っ張りだされることになる。図６中、４０ｃは、内
視鏡のカメラ（図示せず）、スネア４１の動きを操作する内視鏡操作部である。
【００３０】
　体外に引っ張り出された２本の縫合糸３，４を取り出し、結紮する（結紮部分Ｌ１の形
成）。次いで、生体縫合具の操作部９の平板に指を押しあてながら、縫合糸３，４を後退
させ、収納チューブ５内に縫合糸３，４を収納することによって、結紮部分Ｌ１を再び胃
内部にまで引き戻し、結紮部分Ｌ１を穿刺針１，２に引き寄せる（図７）。
【００３１】
　結紮部分Ｌ１が穿刺針１，２先端近辺にまでひきよせられたら、図８に示すように、ガ
イド付き保持具６を引き上げて、２本の穿刺針１，２を体外へ引き抜く。結紮部分Ｌ１が
胃壁２０に当接するまで、穿刺針１，２を引き上げればよい。結紮部分Ｌ１が胃壁２０に
当接し、さらに穿刺針１，２を十分に腹壁から引き離したら、縫合糸３，４のいずれか一
方を引っ張ることにより、結紮部分Ｌ１を腹壁外側へ引き出す（図９は縫合糸４を引っ張
った場合を示している）。かかる状態で、縫合糸３，４を穿刺針１，２から切り離す（図
９中、切り離し部分を一点鎖線で示す）。切断された腹壁側の縫合糸を結紮すると、腹壁
外側に第２の結紮部Ｌ２が形成されて（図１０）、胃壁と腹壁との縫合が完了する。
【００３２】
　以上のような施術によれば、縫合糸３，４の移動は、穿刺針１，２の長手方向の延長上
で行われ、従来のように、穿刺針１，２の軸方向に直交したり、穿刺針１、２の先端を横
断するような動きがなくて済む。従って、縫合糸３，４が穿刺針１，２先端と接触して、
損傷したり切断することを防止できる。
【００３３】
　また、スネア４１による縫合糸３，４の捕捉操作も、スネア４１の環状部内に十分長さ
の縫合糸３，４を挿入するだけでよいので、従来の穿刺針から露出させたスネアの環状部
で糸を把持する操作と比べて簡便である。特に、使用するスネア４１も、従来の縫合具の
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構成要素である穿刺針内に挿入されるスネアよりもサイズが大きいものを用いることがで
きるので、環状部も大きく、縫合糸３，４を挿通させる操作が格段に容易となる。しかも
、スネア４１先端の環状部を内視鏡の操作部４０ｃで適宜回転等させることにより、穿刺
針１，２から突出した縫合糸３，４の突出方向がスネア４１の環状部の中心軸となるよう
な関係に配置させることも可能であることから、縫合糸３，４の方向性をコントロールす
る必要などない。このことは、縫合糸３，４についた巻癖などが捕捉操作に及ぼす影響が
少なくて済むことを意味する。
【００３４】
　さらに、生体用縫合具において、縫合糸の方向性をコントロールしたり、スネア又はス
タイレットの出入を行う必要がないので、構成を単純にすることが可能であり、ひいては
縫合具の製造コストの低減も図ることができる。
【００３５】
　なお、上記実施形態では、２本の穿刺針を固定保持する保持部、収納チューブから繰り
だされた２本の縫合糸を対応する穿刺針内に１本ずつ導入させるガイド部、および縫合糸
を収納チューブから繰出し又は収納チューブへ繰入れるための操作部を一体的に備えたガ
イド付き保持具を用いたが、本発明の生体用縫合具は、これに限定されない。例えば、図
１１に示すように、保持部とガイド部を独立的に構成してもよい。図１１では、２本の穿
刺針１，２がそれぞれ貫通できる貫通孔１０ａ、１０ｂが貫設された平板１０が、保持部
となっている。また、ガイド部８’は、縫合糸３，４の通路８’ａのみが設けられていて
、穿刺針を嵌挿するための中空部は設けられていない。
【００３６】
　また、上記実施形態では、生体縫合具の操作部は、指で糸を押しあてるための平板部に
より構成されていたが、本発明の生体用縫合具に設けられる操作部はこれに限定されない
。操作部は、収納チューブからの縫合糸の挿出入を簡便に行うことができる構成であれば
よく、例えば、図１２に示すような、ローラ１１を取り付けたガイド付き操作部１２を使
用し、ローラ１１の回転により縫合糸３，４を送りだし又は引き戻しするようにしてもよ
い。さらには他の公知の送り出し機構を用いてもよい。
【００３７】
　さらに、上記実施形態では、操作部９、９’、９”を構成する平板部の上端に、収納チ
ューブ５を保持固定するための半円筒状の切り欠き部が設けられていたが、本発明の生体
用縫合具において、収納チューブ５の保持固定は特になくてもよい。
【００３８】
　またさらに、上記実施形態では、収納部として、チューブを用いたが、本発明の生体用
縫合具は、これに限定されない。縫合糸を巻芯に巻回したものをケースに収納する構成と
してもよいし、図１３に示すように、渦巻き状の縫合糸用通路１３ａが凹設された平板状
ケース１３であってもよい。
【００３９】
　さらにまた、本発明の生体用縫合具は、収納チューブから繰出されている２本の縫合糸
の先端は、各穿刺針に挿入されているので、ガイド部がなくても、縫合糸の送り出し操作
だけで、縫合糸の送り出し、引き戻し操作を行うことができる。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
　本発明の生体用縫合具は、構造がシンプルで縫合具のコストダウンを図ることができる
だけでなく、術者にとってのハンドリングも簡便となる。特に縫合糸の結紮作業に関して
、縫合糸の損傷、切断のおそれが大幅に低減されるので、従来のような高度な熟練度を要
求せずに済み、ＰＥＧ手術の普及に役立つ。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の生体用縫合具の一実施形態の構成を示す図である。
【図２】図１の生体用縫合具のＡ方向断面図である。
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【図３】本発明一実施形態の生体用縫合具の使用方法を説明するための図である。
【図４】本発明一実施形態の生体用縫合具の使用方法を説明するための図である。
【図５】本発明一実施形態の生体用縫合具の使用方法を説明するための図である。
【図６】本発明一実施形態の生体用縫合具の使用方法を説明するための図である。
【図７】本発明一実施形態の生体用縫合具の使用方法を説明するための図である。
【図８】本発明一実施形態の生体用縫合具の使用方法を説明するための図である。
【図９】本発明一実施形態の生体用縫合具の使用方法を説明するための図である。
【図１０】本発明一実施形態の生体用縫合具の使用方法を説明するための図である。
【図１１】本発明の生体用縫合具の他の実施形態の構成を示す図である。
【図１２】本発明の生体用縫合具の他の実施形態の構成を示す図である。
【図１３】収納部の他の構成を示す図である。
【符号の説明】
【００４２】
　１、２　穿刺針
　３、４　縫合糸
　５　収納チューブ
　６　ガイド付き保持具
　７　保持部
　８、８’　ガイド部
　９、９’、９”　操作部
　１０　平板型保持部
　１２　ローラ型操作部
　１３　平板状収納部
　２０　胃壁
　３０　腹壁
　４０　内視鏡
　４０ａ　鉗子通路
　４１　スネア
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